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医薬分業（いやくぶんぎょう）とは、医師が治療上薬

剤を投与する必要があると認めた場合、患者に処方せん

を交付し、地域の薬局薬剤師がその処方せんに基づいて

調剤するというものです。すなわち、患者の診察、薬剤

の処方を医師が行い、薬剤の調剤および投与を薬剤師が

行うという形で役割を分担するシステムです。この制

度の発祥の地である西洋では、国王などの権力者が、陰

謀に加担する医師によって毒殺されることを防ぐため

に、病気を診察する者（医師）と薬を管理する者（薬剤

師）を分けていたことに由来するそうです。

医師と薬剤師の役割を分けることで、不適切薬の排除、

過剰投薬の抑制、二重チェック等の実施を行い、医療の

質の向上と効率化の同時達成を目指そうとするのが医

薬分業の仕組みです。

わが国では、厚生労働省が医療費抑制のために薬で利

益が出ないように薬価を改定し、院外処方せんを発行す

ることによる利益誘導を図ったことから、急速に医薬分

業が普及してきました。

そのため、診療所のみならず多くの病院でも院外処方

せんを書くことになり、大病院の前に立ち並ぶ門前薬局

が増えています。最近では、ドラッグストア、コンビニ、

商社などが資本力をバックに保険薬局の経営に参入し

てきています。国策による医薬分業で伸びてきた調剤

薬局の市場規模が6.5兆円に膨れ上がっていて、デパー

ト業界の売上総額に匹敵するということですから、この

制度による医療費の抑制効果は疑問視されています。

岡山済生会総合病院では、外来診療においても院内で

薬剤の調剤と投与を行っていますが、このシステムを

とっている基幹病院は次第に少なくなっています。当

院の外来では、医師が電子カルテ上で処方を行うと同時

に、病院の薬剤師により調剤がなされます。その際に、

処方内容、投与量、併用禁忌、アレルギー薬などの

チェック、主治医への確認、薬の説明文書の添付などを

行いますので、病院内においても医薬分業の機能が発揮

されていることになります。薬をお渡しする窓口では

１名の薬剤師が応対していますが、地階にある薬剤科で

は約30名の薬剤師が、医師と協働して薬剤治療の安全

性を確保しています。

さらなる超高齢社会に向けて在宅医療が推進されて

いますが、患者がどの程度処方せんに指示された通りに

服薬しているかという「服薬遵守」は、とても大切な課

題です。患者宅や介護施設においての服薬指導など、真

に患者のための医薬分業を目指して、薬剤師の役割も大

きく変わることが期待されます。
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当院新病院の建築予定地で中国・戦国期の
青銅製の鏃が日本国内で初めて出土

やじり

平成28年春に完成を目指している新病院の建築予定地（岡山市北区国体町）は、南

方遺跡と呼ばれている埋蔵文化財包蔵地の一部であり、文化財保護法に基づき、工事

前に岡山市教育委員会による発掘調査が行われています。

南方遺跡は、弥生時代の吉備地域を代表する拠点集落の一つであり、精巧な漆塗り

木器、近畿や九州産の土器など、特殊な遺物の大量出土で知られる重要遺跡ですが、今

回、中国の戦国時代（紀元前5～4世紀）に鋳造された青銅製の鏃（やじり）が出土さ

れました。双翼式銅鏃（そうよくしきどうぞく）と呼ばれる日本国内では初めて確認

されたタイプで、大陸文化にいち早く接した古代吉備の先進性を示す極めて重要な発

見だとのことです。古代中国でも希少なタイプで、朝鮮半島にも出土例がないようです。

ちなみに、この遺跡調査費用はすべて病院負担になります。
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